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ラ
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岡
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:
j
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喜
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県
博
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郎

海
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住
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考

:

・

経

湾

皐

士

青

盛
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雄

ワ
l
ル
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農
業
経
営
集
約
度
概
念
に
わ
経
一

24士
小

泉

所

新
着
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題



部
落
協
議
費
の
研
究

第
四
十
一
血
管

四
O 

第

披

四
O 

部

落

協

議

費

の

研

究

汐

見

郎

一
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
腰
愈
性

地
方
財
政
調
整
一
交
付
金
は
従
来
は
内
務
前
同
の
希
望
究
山
市
町
中
お
の
瀧
論
に
止
ま
つ
で
る
た
が
A
A
1

や
内
閣
審
議
伶

の
中
心
問
題
と
な
り
共
の
賀
現
の
色
診
濃
く
し
て
ゐ
る
。
貨
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
我
闘
現
時
の
地
方
財
政

の
不
均
衡
を
調
整
し
併
せ
て
山
農
漁
村
の
英
生
を
助
〈
る
意
味
に
於
て
趨
切
な
る
施
設
で
あ
る
。
然
し
地
方
財
政

調
整
交
付
金
の
み
が
地
方
財
政
の
不
均
衡
を
矯
正
す
る
唯
一
の
方
策
で
あ
ら
う
か
、
又
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は

恒
久
的
に
之
を
持
顧
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
問
題
に
な
る
と
、
考
ヘ
r
d

る
を
科
な
い
。
余
は
地
方
財
政

調
整
交
付
金
の
貫
現
を
切
望
す
る
左
共
に
、
同
時
に
之
が
融
陥
を
出
来
る

rけ
少
な
か
ら
し
な
る
事
に
考
慮
全
叫

ひ
た
い
の
で
あ
る
。

我
闘
の
地
方
財
政
の
建
前
は
樹
立
財
政
一
主
義
で
あ
る
。
道
府
牒
、
市
町
村
は
各
ミ
共
の
定
め
ら
れ
た
る
税
政
入

と
耽
外
股
入
と
に
依
っ
て
経
費
営
支
耕
す
る
を
以
て
原
則
と
し
、
下
級
闘
瞳
か
ら
上
級
閤
睦
に
分
捨
金
佐
納
め
納

付
金
を
出
し
又
は
上
級
闇
瞳
よ
り
下
級
固
瞳
に
補
助
金
を
典
ふ
る
が
如
き
事
は
、
こ
れ
を
例
外
と
認
め
て
ゐ
る
。

而
し
て
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
共
の
例
外
を
一
歩
進
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。
勿
論
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
採



用
す
る
に
し
て
も
共
の
初
年
度
の
補
助
額
は
五
千
高
闘
に
止
ま
る
が
、
之
に
貫
質
上
の
地
方
財
政
調
整
交
付
金
た

る
義
務
教
育
費
園
庫
負
櫓
金
(
昭
和
十
年
度
強
算
に
よ
れ
ば
、
経
常
費
八
千
五
百
高
園
、
臨
時
費
九
百
寓
園
)
を
加

へ
る
と
一
億
五
千
寓
囲
見
営
と
な
る
の
で
あ

J

る
。
而
も
義
務
教
育
費
園
庫
負
擢
会
の
先
例
に
よ
る
と
越
年
そ
の
要

求
額
を
増
加
し
、
或
は
我
岡
地
方
財
政
の
建
前
た
る
濁
立
財
政
主
義
を
破
り
、
補
助
金
中
心
主
義
と
な
る
か
も
知

れ
な
い
c

こ
れ
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
以
て
地
方
財
政
に
掛
す
る
唯
一

ω恒
久
封
策
と
せ
や
、
共
の
鷹
急
性
を

認
h
u

る
に
よ
っ
て
共
れ
以
外
に
恒
久
策
を
求
め
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

然
ら
ば
地
方
財
政
調
整
交
付
金
以
外
に
地
方
財
政
の
不
均
衡
を
矯
正
す
る
恒
久
調
策
と
し
て
畑
何
な
る
方
法
を

J
-
3
L
H
J

、，S
I

耳、

』
イ

d

〆

、

《

寸

μ

三
C
E
Z
多
'B孔

)1haEド
ミ

t
.
、E
-
F
2
3
1」

ZAP--3
ノ

1
目

U
F
'
r
E
)
p
z
g
'
E
d己

3
'
ノ

〉

7
J
t
i
一号制

mgu--古
k
j
J
L
j
J日
日
夕
を
眼
用
主
張
1
t
l
Z
T
h
J
v
プ
見
跨

yu一
生
携
を
軽
カ
、
L
I
M
A
-』

す
る
意
見
が
こ
れ
で
め
る
。
此
種
の
考
へ
方
は
巳
に
繰
返
へ
し
論
ぜ
ら
れ
た
る
所
で
あ
り
、
現
に
地
方
費
中
主
要
一

な
る
圃
政
事
務
費
(
委
任
事
務
費
、
費
用
負
措
、
吏
員
に
劃
す
る
委
任
事
務
費
)
'
と
し
て
昭
和
九
年
度
営
初
珠
算
中

に
於
て
道
府
腕
費
四
億
四
千
寓
国
(
道
府
牒
費
線
額
に
謝
し
七
三
・
八
%
)
市
町
村
費
九
位
八
千
八
百
南
国
(
市
町
村

費
総
額
に
艶
し
四
二
・
一

μ)が
推
計
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
委
任
事
務
費
左
か
岡
政
事
務
費
と
か
は
極
め
て
暖
除
な
る

概
念
で
あ
る
が
特
に
共
の
性
質
を
濃
厚
に
帯
び
て
ゐ
る
・
も
の
だ
け
推
計
し
て
も
昭
和
九
年
度
に
於
て
道
府
腕
費
一

億
九
千
五
百
高
田
(
道
府
牒
費
総
額
に
封
し
三
二
・
八

Jm)
市
町
村
費
コ
一
億
六
百
寓
囲
(
市
町
村
費
綿
額
に
封
し
二

一
ニ
・
五
%
)
計
五
億
二
一
臼
寓
園
(
地
方
費
総
額
に
卦
し
二
六
・
五
%
)
に
上
っ
て
ゐ

ι。
か
〈
し
て
問
題
は
一
謄
は
明

瞭
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
蕊
に
は
改
め
て
鯛
れ
無
い
で
置
く
。
地
方
財
政
の
不
均
衡
を
矯
正
す
る
恒
久
策
と
し
て
は
、

z

部
落
協
議
裂
の
研
究

第

五出

第
凶
十
一
巻

四

四
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部
落
協
議
費
の
研
究

第
四
十
一
巻

第

就

四

四

余
は
寧
ろ
地
方
財
政
の
単
位
た
る
行
政
直
劃
の
改
正
「
い
つ
い
て
考
案
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。
行
政
直
劃
の
改
王

と一
E

へ
ば
問
題
は
道
府
幌
市
町
村
の
る
一
部
に
わ
に
り
之
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
な
る
が
、
農
村
財
政
の
窮
之

が
叫
ば
れ
て
ゐ
る
際
で
あ
る
か
ら
主
と
し
て
問
題
を
町
村
に
限
る
事
と
す
る
。
町
村
の
財
政
ぞ
考
察
す
る
に
営
り

無
視
す
る
事
の
出
来
な
い
の
は
部
落
の
協
議
費
で
あ
る
。

工
、
岨
方
財
政
の
畳
山
巾
単
位

骨
骨
て
本
誌
に
於
て
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
必
要
を
諭
守
る
に
嘗
り
、

一
道
三
府
四
十
三
臓
の
四
十
七
行
政

直
劃
に
わ
た
り
経
済
力
の
不
均
衡
を
人
口
(
昭
和
五
年
十
月
一
日
了
土
地
賃
貸
債
格
(
大
正
十
五
年
四
月
一
日
)
・
私

有
財
産
(
昭
和
五
年
末
)
・
第
三
種
所
得
(
昭
和
六
年
度
)
・
直
接
園
枕
負
措
額
(
昭
和
六
年
度
)
に
つ
い
て
調
査
し
次
の

結
果
を
得
た
の
で
め
る
。

を額置負権直詑 第忍土人一=有 地
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標
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偏
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に
つ
い
て
見
れ
ば
、
人
口
(
六
回
)
・
土
地
賃
貸
債
格
(
七
六
)
・
忍
有
財
産
(
八

O
)
・
第
三
種
所
得
(
一
七

拙稿s地方財政の不均衡と芙の針策(本誌、第四十都第四就〉2) 



る

4 

九
)
・
夜
接
岡
暁
負
捨
額
(
二

O
一
)
の
順
序
を
示
し
て
ゐ
る
。
明
治
年
代
に
府
牒
を
設
け
た
初
め
に
は
各
山
肝
臓
の
麗

持
カ
が
大
韓
平
等
と
な
る
様
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
大
正
を
過
ぎ
』
昭
和
に
至
り
て
、
此
の
不
均
衡
は
愈

ミ
甚
だ
し
く
な
っ
た
。
而
し
て
此
の
不
均
衡
の
矯
正
を
は
か
る
所
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
使
命
が
存
し
て
ゐ

る。
然
し
道
府
輔
の
経
済
力
の
不
均
衡
は
市
町
村
の
経
持
力
の
不
均
衡
に
比
す
れ
ば
程
度
の
低
い
も
の
で
あ
る
。
試

み
に
市
の
麗
神
力
の
不
均
衡
を
市
暁
に
つ
い
て
見
る
に
、
六
大
都
市
が
断
然
他
の
市
を
躍
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
昭

和
九
年
に
於
げ
る
全
閣
の
市
の
税
収
入
が
一
億
四
千
四
百
高
同
な

3
に
封
し
た
た
都
市
の
共
れ
炉
八
千
八
百
話
回

ニ
ヒ
コ
C
P
3
3
〕
マ
一

?
;
Z
T長
〉
」

K
E
F
-
)
司、
3

3

3

q

:

J

P

j

l
;
v
h
V
J
U
v
o
-
-
A
J
中
県
U
東
部
。

j
u
-
-主
禎
を
加
え
[
ム
]
下
山

rd去
H
f
下
町
山
内
‘
一
γ

市
、

(

J」一
7

一
/
‘

wJ3AfIwn
・1
1
一ノ

J
斗

t
p
b
h
d
pし
W
V
4
1

へ
ば
定
め
し
興
味
深
い
結
果
を
得
る
事
と
思
ふ
が
、
何
分
に
も
市
三
二
・
町
一
、
六
六
三
・
村
九
、
八
三
九
・
九
日
計
一

高
千
六
百
六
十
一
二
(
昭
和
八
年
四
月
一

H
)
の
多
数
に
上
る
か
ら
只
今
の
所
は
共
の
計
算
を
断
念
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

姦
に
町
村
の
経
済
力
の
不
均
衡
特
に
町
村
の
財
政
の
不
均
衡
を
考
察
す
る
に
嘗
り
、
町
村
財
政
の
最
小
単
位
を

明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
我
闘
の
町
村
は
原
則
と
し
て
部
落
に
之
を
分
解
す
る
事
が
出
来
る
、
部
落
は
大
字
又

は
小
学
に
分
れ
或
は
克
に
垣
内
、
坪
内
、
坪
、
株
内
に
細
分
せ
ら
れ
る
事
も
あ
る
。
徳
川
時
代
に
は
此
等
の
部
落

が
自
然
村
と
し
て
枇
合
生
活
の
単
位
を
な
し
て
ゐ
た
に
拘
ら
守
、
町
村
制
を
定
む
る
に
営
り
プ
ロ
イ
セ
ン
の
制
度

七
輸
入
し
て
此
等
約
六
高
の
部
落
を
分
離
併
介
し
て
今
日
の
町
村
を
形
作
り
共
の
上
に
今
日
の
町
村
財
政
が
成
立

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
名
義
上
は
町
村
が
自
治
の
最
小
単
位
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
が
、
貫
質
上
は
寧

部
落
協
議
費
の
研
究

第

披

第
四
十
一
巻
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四
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郵
務
協
議
費
の
研
究

第
四
十
一
審

四
四

第
一
致

四
回

ろ
部
落
が
依
然
と
し
て
枇
合
同
生
活
の
中
心
を
な
し
、

町
村
が
単
に
部
落
の
聯
人
口
た
る
に
止
ま
る
が
如
き
場
合
が
あ

る
。
か
〉
る
町
村
に
於
て
は
町
村
財
政
の
み
で
は
町
村
民
の
財
政
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
を
得
争
、
部
落
財
政
郎

ち
部
落
協
議
費
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
束
北
の
あ
る
町
村
の
如
き
制
限
外
課
税
を
少
し
も
行
は
争
、
極
め
て
順

調
な
る
地
方
財
政
を
選
っ
て
ゐ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
賞
は
部
落
協
議
費
を
多
額
に
負
携
し
、
町
村
財
政
を
寅
質
的

に
援
助
し
て
ゐ
る
と
い
ム
が
如
き
場
合
が
め
る
。

此
の
種
の
町
村
に
於
て
は
町
村
税
と
部
幕
協
議
費
と
を
合
許
し

て
始
め
↑
て
り

N
吏
刀
山
U

方
売
り
同
窓
v
W
L

山
口
ら
刊
'
ご
す

5
吾
川

H
慌
る
り
で
あ
る
。

J
I
-
-
t
1
J
J
I
:
一
J

d

l

;

l

-
一

τ
;
l
;

明
リ

v
h問

'
-
1
j
T
寸
h

ソ
与
ご
司
氏
コ
唱
】

λ
γ
E
h
H
L
d
n
H
》

l
h
P
4
n
l
r
L
E
U
'
t
R
r
d
斗
J
i

現
象
で
な
く
、
東
京
の
町
内
台
、
京
都
の
公
同
組
令
の
如
き
都
市
に
於
て
も
共
の
例
が
あ
る
が
、
市
の
部
落
協
議

費
と
町
村
の
部
落
協
議
費
と
は
某
の
意
味
を
異
に
し
て
ゐ
る
か
ら
問
題
を
専
ら
町
村
の
部
落
協
議
費
に
限
る
。

自
然
村
た
る
部
落
と
行
政
上
の
町
村
と
が
融
合
し
て
ゐ
る
場
令
は
問
題
で
は
な
い
が
、
然
ら
吉
る
場
合
に
は
地

方
財
政
の
最
小
単
位
は
町
村
に
非
や
し
て
寧
ろ
都
蕗
に
存
す
る
罪
で
あ
る
。
故
に
岡
民
と
し
て
納
め
る
岡
蔵
、
道

府
耕
民
と
し
て
納
め
る
道
府
職
枕
市
町
村
枕
と
し
て
納
め
る
市
町
村
積
の
外
に
部
落
民
と
し
て
納
め
る
部
落
協
議

費
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
地
方
財
政
概
要
は
部
落
協
議
費
に
闘
し
次
の
致
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
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こ
の
内
務
省
地
方
局
の
調
査
に
よ
っ
て
も
部
落
協
議
費
を
支
出
し
て
ゐ
る
町
村
就
が
会
闘
の
六
割
偉
を
占
め
、

一
戸
営
支
出
額
は
町
村
に
於
て
約
六
回
に
遣
し
戸
数
割
一
戸
蛍
約
十
四
闘
に
比
較
し
て
も
少
な
か
ら
5
る
数
字
を

示
し
て
ゐ
る
。
而
も
内
務
省
地
方
局
の
調
査
た
る
や
部
落
協
議
費
の
最
小
限
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
、
部
落
協
議
費

は
我
が
地
方
財
政
に
於
て
相
蛍
に
重
要
な
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
こ
れ
部
落
を
以
て
地
方
財
政
の
最

小
山
早
位
と
な
し
、
部
存
協
議
費
の
研
究
を
以
て
町
村
財
政
研
究
の
出
後
描
と
す
る
所
以
で
あ
4
0
0

一
品
、
部
落
協
議
費
の
内
容

部
搭
そ
以
て
地
方
肘
政
m
l
J
A
W

小
川
早
伎
と
し
総
E
部
引
か
協
抽
出
叫
を
ば
岡
枕
、

;む:
昨1:

l¥日i
~~.~ 

srT 
4寸
~~l~ 

iP5 

.z 
6 

の
と
せ
ば
問
題
は
断
る
簡
単
で
あ
る
が
部
落
協
議
費
は
そ
れ
程
明
瞭
な
る
内
容
を
有
し
て
ゐ
な
い
。
高
に
は
先
づ

地
方
財
政
概
要
の
部
落
協
議
費
を
中
心
と
し
て
総
括
的
研
究
を
す
う
め
た
い
。

ー
専
門
家
の
設
に
よ
れ
ば
「
純
粋
の
意
味
に
於
け
る
部
落
協
議
費
は
各
戸
の
申
A
日
せ
じ
よ
り
共
の
部
落
中
に

於
け
る
公
盆
上
の
協
議
に
よ
り
又
は
協
議
に
基
き
施
行
す
る
事
業
の
費
用
で
あ
っ
て
、
市
町
村
の
手
の
及
ぱ

.5
る

も
の
か
又
は
市
町
村
と
し
て
取
扱
ひ
難
き
も
の
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。
印
ち
「
協
議
し
て
定
め
た
費
用

で
あ
っ
て
道
路
の
小
修
繕
、
街
燈
勲
火
、
渡
舶
、
撒
水
、
清
潔
法
の
施
行
、
産
業
時
現
剛
、
災
害
橡
防
、
夜
警
.
神

枇
寺
院
の
修
繕
、
冠
婚
葬
祭
.
入
浪
一
勝
目
兵
の
迭
迎
、
家
族
慰
問
、
窮
民
救
済
、
各
種
納
税
時
党
助
等
」
を
指
す
の
で

あ
る
。
地
方
財
政
概
要
は
昭
和
八
年
度
部
落
協
議
費
の
内
容
を
次
の
却
〈
土
木
及
水
利
費
、
神
枇
及
寺
院
費
、
警

部
落
協
議
貨
の
研
究

第
川
四
十
一
巻

IZH 
:Ji. 

第

費量

四
五



部
落
協
議
費
の
研
究

第

量Z

第
四
十
一
巻

四
六

備
費
、
事
務
及
事
務
所
費
、
衛
生
愛
、
勧
業
費
、
共
他
に
匡
分
し
て
ゐ
る
。
円
単
位
困
』

四
六

土
木
及
水
刺
費

紳
祉
及
寺
院
費

磐

田

備

費

事
務
及
事
務
所
費

一
四
二
二
ニ

O
、六

O
一

犬
、
四
八
二
、
一
一
二
三
五

=
一
、
七
四
問
、
九
三
四

コ
一
、
六
二

O
、
正
問
六

二
、
=
一
六
八
、
六
二
七

一
、
七
一

O
、
五
二
二

六
、
七
七
一
、
八
六
一
八

一
円
九
、
。
一
九
、
四
四
一
一
一

業生

衛

費

勘

貴
其

他

部
落
協
議
資
線
縮

敵
い
い
部
落
協
議
費
は
共
の
周
ひ
ら
る
冶
範
囲
は
大
字
、
小
字
の
小
匝
域
に
止
ま
り
共
性
質
は
町
村
事
務
以
外
mw

も
の
に
庖

T
5笥
モ
あ
る
が
、
官
一
一
階
上
は
必
中
了
。
然
る
や
理
論
上
に
於
ご
市
町
村
枕
セ
以
て
支
持
す
ぺ
E
t
J
U
R

りの

と
認
め
ら
る
う
範
園
の
小
皐
枝
管
轄
費
、
警
備
費
等
を
も
部
落
協
議
費
と
し
て
支
出
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。

部
落
協
議
費
の
使
途
は
不
正
確
な
が
ら
も
一
躍
は
之
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
る
が
、
共
の
財
源
ぞ
如

何
な
る
方
面
に
求
め
て
ゐ
る
か
と
な
る
と
千
来
高
別
で
あ
る
。
或
は
特
別
の
寄
附
金
補
助
金
に
よ
り
或
は
部
品
静
有

一一
財
産
よ
り
生
子
る
牧
入
を
以
て
財
源
と
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
が
、
直
接
部
蕗
民
に
負
指
せ
し
め
る
も
の
と
し
て

は
次
の
六
種
を
例
示
す
る
事
が
出
来
る
。

(1) 

土
地
又
は
耽
を
標
準
と
す
る
も
の
・
:
:
地
債
割
、
賃
貸
債
格
割
、
段
別
割
、
管
業
税
雑
種
税
割
、
税
額

(2) 

割
、
納
税
割
、
山
林
割
、
水
利
費
割
、
空
地
割
、

資
力
を
標
準
と
す
る
も
の
-
・
:
:
資
力
割
、
見
立
割
、
分
限
割
、
資
産
割
、
階
級
割
、
取
得
割
、

ゆ)

生
産
を
楳
準
と
す
る
も
の
:
:
生
産
割
、
耽
繭
割
、
漁
業
割
、

(4) 

家
屋
戸
教
を
標
準
と
す
る
も
の
・
:
E
・E
-

不
等
割
、
戸
数
割
、
平
均
割
、
家
屋
割
、
棟
数
割
、
単
戸
割
、
間

内務省地方局;昭和九年度地方財政概要20J[6) 



棒、

ぶ
A
W
E
L
γ
4
F
b
j
t

v 

口
割
、
塾
教
割
、
個
数
割
、
坪
数
割
、

(6) (5) 

人
畜
を
標
準
と
す
る
色
の
・
:
:
:
:
人
頭
割
、
牛
馬
割
、

氏
子
檀
徒
を
標
準
と
す
る
も
の
:
:
;
:
氏
子
割
、
檀
徒
割
、

こ
れ
は
部
落
協
議
費
を
直
接
部
落
民
に
負
櫓
せ
し
め
る
方
法
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
‘
租
税
的
要
素

が
多
分
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
事
を
察
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
観
察
し
て
く
る
と
、
使
盆
よ
り
見
て
部
落
協
議
費
の
或
部
分
は
町
村
財
政
の
整
形
に
し
て
純

粋
の
地
方
財
攻
の
範
曜
に
屈
し
、

他
の
部
分
は
所
謂
協
議
費
と
し
て
地
方
財
政
に
準
や
る
も
の
で
あ
る
。
郎
落
協

議
殺
を
附
加
よ
り
見
れ
ば
比
ハ
の
此
部
介
は
租
耽
の
枕
る
形
h
f
l
hノ
地
方
財
政
の
一
部
凡

7
t形
成
す
と

2
1刊
に
、
仙

の
部
分
は
舎
費
の
一
種
と
し
て
準
財
政
の
範
鴫
に
属
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
使
途
及
び
財
源
の
い
つ
れ
よ
り
見
て

も
、
部
落
協
議
費
は
直
接
間
接
に
地
方
財
政
と
密
接
な
る
関
係
を
保
ち
、
部
落
協
議
費
を
外
に
し
て
は
町
村
財
政

を
理
解
し
難
き
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

回
、
部
落
協
議
費
の
個
別
的
研
究

以
上
地
方
財
政
概
要
に
現
は
れ
た
る
部
落
協
議
費
を
中
心
と
し
て
概
括
的
に
共
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
七
の
で

あ
る
が
、
更
に
各
種
の
機
闘
に
依
て
殺
表
せ
ら
れ
た
査
料
の
中
か
ら
部
落
協
議
費
の
個
別
的
貿
例
守
拾
っ
て
見
よ

ぅ
。
帝
闘
農
舎
の
「
戸
数
割
に
闘
す
る
調
査
」
と
農
林
省
農
務
局
の
「
農
村
及
都
市
の
各
種
岡
瞳
負
措
蹴
出
」
と
東
京

部
落
協
議
費
の
研
究

第
四
十
一
巻

四
七

第
一
波

凹
士



部
落
協
議
費
の
研
究

第
四
十
一
審

四
i¥. 

第
一
蹴

四
八

帝
園
大
皐
且
反
撃
部
林
政
撃
墜
室
の
「
山
村
貫
態
調
査
報
告
書
」
と
京
都
帝
岡
大
皐
農
皐
部
農
林
艦
掛
研
究
室
の
「
農

材
調
査
し
市
と
が
共
の
査
料
で
あ
る
。

帝
岡
農
舎
の
部
落
協
議
費
の
調
査
は
昭
和
八
年
五
月
に
後
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
最
近
の
数
字
は
昭

和
七
年
度
の
分
子
-
合
ん
で
ゐ
る
の
新
潟
腕
の
某
村
九
部
落
及
び
茨
域
腕
の
某
村
八
部
落
と
埼
玉
腕
の
某
村
七
部
落

'
r
iパ
の
明
究
針
象
と
し
て
ゐ
る
。

此
壮
一
寸
の
部
落
協
議
授
の
使
捻
ぞ
見
る
に
用
水
授
、
堤
防
費
、
部
落
有
の
帳
及
用
俳
水
堀
改
修
反
農
道
修
理
費
、

消
防
費
、
神
枇
偽
閣
の
修
繕
寄
附
、
祭
典
費
等
で
あ
る
。
而
し
て
部
落
協
議
費
の
財
源
は
地
償
割
、
反
別
割
、
土

地
賃
貸
債
格
割
、
地
租
割
、
特
別
地
税
割
、
戸
数
割
等
に
分
れ
頗
る
一
匝
L
q

で
あ
る
。

農
林
省
の
調
査
は
昭
和
九
年
十
二
月
に
殺
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
共
の
数
字
は
昭
和
八
年
現
住
で

あ
る
。
租
税
以
外
の
公
課
負
措
卸
ち
各
種
岡
瞳
に
劃
す
る
負
携
の
朕
況
を
調
査
し
七
も
の
で
あ
っ
て
、
農
村
と
都

ー_. 市
と
の
雨
方
に
ま
た
が
っ
て
ゐ
る
が
惑
に
は
農
村
の
み
を
引
用
す
る
。

農
村
に
負
携
を
課
す
る
同
盟
を
法
令
に
準
櫨
せ
る
産
業
閤
瞳
(
農
A
W
耕
地
整
珂
組
合
、
水
利
組
合
等
の
十
四
種

の
岡
瞳
)
と
法
令
に
準
接
せ
r
d

る
農
業
圏
瞳
(
農
家
組
合
、
煙
草
耕
作
組
合
、
出
荷
組
合
、
濯
概
組
合
、
副
業
組

A
口
等
七
十
三
種
の
岡
瞳
)
と
産
業
に
闘
せ
玄
る
聞
瞳
(
消
防
組
、
青
年
間
、
在
郷
軍
人
合
、
時
人
合
、
赤
十
字
枇

等
の
五
十
五
種
の
閤
韓
)
と
に
分
ち
、
部
落
協
議
費
を
恰
も
最
後
の
種
類
に
属
せ
し
め
て
ゐ
る
。
産
業
岡
韓
を
合

計
し

t
f
け
で
も
己
に
八
十
七
種
に
遣
し
農
家
の
公
課
負
携
の
相
常
に
大
な
る
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ



れ
は
将
来
の
生
産
に
謝
す
る
一
種
の
放
資
と
し
て
一
臆
は
是
認
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
然
し
幾
ら
農
村
の

文
化
の
向
上
と
は
一
去
へ
不
生
産
的
閤
瞳
が
五
十
五
種
と
云
ふ
相
営
数
に
上
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
一
考
の
館
地
が

み
る
と
思
は
れ
る
。

負
擢
額
念
見
る
に
法
令
に
準
接
す
る
産
業
問
盟
約
五
十
八
寓
回
、
法
令
に
準
緩
せ
よ
る
産
業
岡
瞳
約
八
寓
岡
、

産
業
に
属
せ
rd
る
同
盟
約
三
十
七
寓
固
で
め
る
か
ら
合
計
百
五
高
間
に
上
る
。
而
し
て
部
孫
協
議
費
は
約
二
十
八

寓
闘
を
占
め
で
ゐ
る
か
ら
、
租
積
以
外
の
公
課
金
膿
の
四
分
の
一
に
上
り
且
つ
産
業
に
属
サ
司
ざ
る
剛
膿
の
負
携
金

の
大
部
分
十
-
占
め
て
ゐ
る
。
以
て
部
落
協
議
犯
の
重
要
性
を
知
&
事
が
出
来
る
。

東
西
雨
情
岡
大
四
時

J

の
農
村
山
村
の
制
資
は
い
づ
れ
色
農
林
省
の
臨
済
更
生
部
L
」
湖
周
四
含
有
し
郎
落
協
議
場
一

の
研
究
に
つ
い
て
色
そ
れ
ん
¥
特
色
彩
}
有
し
て
ゐ
る
。

東
京
帝
聞
大
皐
の
報
告
は
全
国
十
二
臓
の
調
査
で
あ
っ
て
、
農
皐
部
品
目
錦
臓
、
永
田
龍
之
助
、
西
村
甲
一
の

三
皐
士
を
指
導
員
と
し
て
昭
和
八
年
十
二
月
よ
り
九
年
正
月
に
わ
た
る
貫
績
を
牧
め
て
ゐ
る
。
各
町
村
を
中
心
と

し
た
調
査
で
あ
る
か
ら
闘
積
、
府
職
税
、
町
村
税
は
詳
細
に
制
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共
の
外
に
公
課
と
し
て
農
合

費
と
水
利
組
合
費
と
を
磨
ぐ
る
に
止
ま
り
、
部
落
協
議
費
な
る
統
一
し
た
項
目
が
殺
見
出
来
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
。
然
し
岩
手
腕
上
閉
伊
郡
附
馬
牛
村
、
山
形
牒
南
置
賜
郡
三
津
村
、
栃
木
腕
上
都
賀
郡
栗
野
町
、
新
潟
鯨
南
蒲

原
郡
森
町
村
、
長
野
聯
下
高
井
郡
平
穏
村
、
静
岡
職
安
倍
郡
大
河
内
村
、
京
都
府
愛
宕
郡
花
脊
材
、
和
歌
山
牒
伊

都
郡
花
園
村
、
島
根
牒
飯
石
郡
西
須
佐
村
、
愛
媛
嬬
周
桑
郡
棲
樹
材
、
熊
本
鴨
球
磨
郡
波
村
、
宮
崎
牒
西
臼
杵
郡

部
落
協
議
費
の
研
究

第
四
十
一
容

四

九

第

盟主

四
丸



部
絡
協
議
費
の
柄
究

第
四
十
一
巻

五
O 

第

務

:Ji. 

0 

七
折
村
、
の
十
二
の
代
表
町
村
に
つ
き
部
落
の
蛭
梼
肢
担
を
明
ら
か
に
し
以
て
部
落
が
町
村
生
活
の
最
小
単
位
た

る
事
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。

京
都
帝
岡
大
串
の
調
査
は
昭
和
八
年
六
月
二
十
二
日
よ
り
二
十
五
日
ま
で
に
行
は
れ
、
滋
賀
牒
蒲
生
郡
鏡
山
村

大
字
山
中
を
調
査
し
た
も
の
で
め
る
。
橋
本
教
授
、
波
建
、
杉
野
両
助
教
授
が
}
指
導
者
と
し
た
集
約
的
調
査
で
あ

る
。
四
十
五
戸
に
つ
き
公
課
並
び
に
諸
掛
費
が
算
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共
の
合
計
法
一
」
千
七
百
十
九
闘
で
あ
る
。

比
一
の
中
院
怯
岡
枕
は
…
一
百
五
十
回
.
脱
税
は
七
一
院
一
一
十
同
.
肘
枕
は
千
百
八
十
七
問
、
部
落
指
は

U
-
一
十
六
闘
、

其
他
百
四
十
一
一
回
、
諸
掛
費
一
一
百
九
十
二
固
と
示
め
さ
れ
て
ゐ
る
。
租
税
に
つ
い
て
は
詳
細
な
る
内
需
が
典
へ
ら

れ
て
ゐ
る
が
部
幕
協
議
費
の
内
容
が
不
明
な
の
が
残
念
で
あ
る
。

部
落
協
議
費
を
個
々
の
場
合
に
つ
き
調
査
す
る
と
、
主
(
の
聞
に
一
貫
し
た
概
念
の
め
る
に
拘
ら
十
共
の
範

園
を
明
確
に
定
め
難
い
の
を
毅
見
す
る
。
同
じ
く
部
落
協
議
費
と
一
去
っ
て
も
帝
圃
農
舎
と
農
林
省
と
東
大
と
京
大

四
と
の
以
上
回
種
の
調
査
に
於
で
あ
る
ひ
は
庚
〈
、
あ
る
ひ
は
狭
く
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
夏
に
之
を
市
財

政
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
町
内
合
費
、
公
同
組
合
費
、
巨
費
な
る
名
の
下
に
部
落
協
議
費
が
理
解
せ
ら
る
〉
の
で
あ

名
が
‘
共
の
範
園
が
頗
る
腰
昧
な
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
然
し
我
が
圃
民
の
自
治
生
活
の
最
小
単
位
な
る
も
の

は
呆
し
て
如
何
な
る
範
閏
に
行
は
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
事
を
考
へ
る
と
矢
張
部
落
が
自
治
生
活
の
出
議
賄
と
し
て

意
義
を
有
し
、
従
で
部
落
協
議
費
が
地
方
財
政
の
最
小
早
位
と
な
る
の
で
あ
る
。
部
落
を
無
税

υ
て
は
市
民
の
生

活
も
町
村
民
の
生
活
も
考
へ
得
ら
れ
な
い
こ
と
う
な
る
。

7) 東京市政調査含，東京市町内曹に関する調査:，東京 rliのI!'~財政に関する調査。



地
方
財
政
概
要
に
よ
り
漠
然
と
考
へ
ら
れ
た
部
詐
協
議
費
な
る
も
の
は
現
貨
の
町
村
財
政
に
接
す
る
に
よ
り
遣

々
明
瞭
を
加
へ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
前
来
の
研
究
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

五
、
部
落
協
議
費
の
将
来

簡
単
な
が
ら
、
我
闘
の
一
部
落
協
議
費
を
町
村
財
政
中
心
に
観
察
し
て
以
上
の
結
果
を
制
作
に
の
で
あ
る
、
明
治
年

代
に
於
て
市
町
村
営
行
政
の
最
小
単
位
と
定
め
大
字
小
字
等
の
部
落
の
存
在
を
ば
法
制
上
で
は
全
然
之
を
認
め
な

か
つ
十
日
に
拘
ら
や
、
明
治
‘
大
正
、
昭
和
を
通
じ
て
賀
際
上
の
財
政
生
活
に
於
て
は
依
然
と
し
て
都
帯
が
存
頼
し

市
町
作
品
麓
笥
メ
也
万
材
改
乃
4
寂
ト
低
位
ー
と
し
て
立
療
FP-
釘

三
L
る

Z
O
ご
り
劫

h
y
fて
h
t
h
y
-
る
事
賞
式
吻
L
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t
I
J
'

・4f一三
=p
正一♂

7
J
J
-
t
τ
1
1
t
t
1
J
J

・-
J

A

I

-

i

a

L

Z

一

J

h

F

i

-

-

-

d

さ
ん
と
し
て
も
亡
ぼ
し
得

Y
る
部
落
協
議
費
の
踏
み
を
一
示
し
共
の
将
来
ぞ
語
る
も
の
で
あ
る
。

部
落
協
議
費
を
解
消
し
て
こ
れ
を
町
村
財
政
に
吸
牧
せ
し
な
べ
き
か
、
又
は
部
落
協
議
費
を
掌
重
し
町
村
財
政

の
一
部
を
割
い
て
之
を
部
落
協
議
費
に
加
へ
ん
と
す
べ
き
や
、
叉
は
部
品
格
協
議
費
を
二
種
に
分
ち
十
部
を
協
議
費

と
し
て
存
調
せ
し
め
他
の
部
分
を
町
村
財
政
に
加
ふ
べ
き
や
、
部
落
協
議
費
に
劃
し
こ
の
一
ニ
つ
の
立
場
が
分
れ
る

の
で
あ
る
。
従
京
市
町
村
の
劃
一
性
を
高
調
す
る
の
館
、
り
や
〉
も
す
れ
ば
部
落
の
存
在
を
無
親
し
部
落
協
議
費
の
解

消
に
努
め
た
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
部
落
が
町
村
財
政
の
最
小
単
位
と
し
て
確
乎
た
る
存
在
理
由
を
有
す
る
限
り
、

こ
の
種
の
劃
一
的
方
針
を
強
行
す
る
事
に
劃
し
て
再
検
討
を
加
へ
る
必
要
が
あ
る
。
寧
ろ
地
方
財
政
の
不
均
衡
含

矯
正
す
る
矯
め
に
は
自
然
村
た
る
部
落
を
草
位
と
し
て
町
村
の
再
組
識
を
行
ひ
、
ひ
い
て
は
府
臓
の
行
政
区
割
を

部
落
協
議
貨
の
研
究

第
四
十
一
巻

五

第

披

五



部
落
協
議
費
の
研
究

第
同
十
一
巻

五

第

君主

五

整
理
す
る
必
要
が
存
す
る
と
云
ふ
が
如
き
説
も
決
し
て
痴
人
の
夢
と
し
て
一
笑
す
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

現
に
横
井
時
敬
博
士
の
如
き
は
、
廃
止
せ
ら
れ
た
る
郡
制
の
代
り
に
郷
制
を
置
き
、
現
在
の
町
村
制
の
代
り
に
邑

制
を
置
か
ん
と
し
、
而
し
て
現
在
の
大
字
削
ち
合
併
前
の
町
村
又
は
現
在
の
町
村
を
以
て
邑
と
せ
ん
事
を
提
唱
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
横
井
博
士
の
郷
制
と
口
巴
制
と
に
劃
し
て
ほ
俄
か
に
賛
立
を
表
し
難
き
色
、
部
落
の
存
在
及
び

部
落
協
議
費
の
存
在
に
性
目
し
、
そ
の
方
面
よ
h
ノ
地
方
行
政
機
構
の
再
検
討
を
加
へ
ら
れ
た
態
度
に
は
敬
意
を
表
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地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
地
方
財
政
に
不
均
衡
の
存
す
る
事
を
前
提
と
し
之
を
矯
正
せ
ん
'
と
す
る
所
に
目
棋
を

お
い
て
ゐ
る
。
然
し
こ
れ
と
同
時
に
地
方
財
政
の
改
組
を
行
ひ
、
地
方
財
政
の
不
均
衡
そ
の
も
の
を
除
去
せ
ん
と

す
る
立
場
も
考
へ
ら
れ
る
。
勿
論
地
方
財
政
の
改
組
は
岡
家
的
の
難
大
事
業
で
あ
っ
て
、
賞
現
性
の
鈷
に
於
て
は

地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
易
ち
に
及
ば
な
い
。
こ
れ
地
方
期
政
調
整
交
付
金
が
賀
行
の
可
能
性
に
宿
か
所
以
で
J

の

る
。
然
し
賓
行
難
の
理
由
を
以
て
地
方
財
政
の
改
組
を
断
念
す
る
は
あ
ま
り
に
早
計
で
あ
っ
て
、
地
方
財
政
の
不

均
衡
除
去
の
魚
め
に
は
必
中
此
方
面
を
閑
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
而
し
て
地
方
財
政
の
改
組
に
は
共
の
最
小
車
位

た
る
部
務
協
議
貨
の
研
究
よ
ち
之
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
執
筆
に
闘
し
内
務
省
地
方
局
の
永
安
課
長
及
び
谷
口
届
よ
b
便
宜
を
奥
へ
ら
れ
謝
意
念
表
す
。


